
ハラスメント防止宣言 
 ハラスメントは、言動等により相手に対して不快な思いをさせる行為を指し、個人の尊

厳と人格を傷つける社会的に許されない行為です。また、被害者を深く傷つけるだけでは

なく職場環境を悪化させ、業務の円滑な遂行に支障を来す絶対にあってはならない行為で

す。 

 消防の職場には災害現場における安全管理のため厳しい言葉や毅然とした態度での指導

も必要となりますが、これらを理由としたいかなるハラスメントがあってはなりません。 

全ての職員がハラスメントに関する正しい知識と理解を深め、ハラスメント行為を「発

生させない」、「見過ごさない」、「許さない」働きやすい職場環境の構築を目指します。 

当消防本部では、２０１４年６月にパワーハラスメントによって、貴重な人材が失われ

ました。このことを風化させることのないよう、当消防本部の長として、ハラスメント対

策に関する取組みを推進し、以下のとおり宣言します。 

  

【宣言】 

 酒田地区広域行政組合消防本部では、ハラスメント行為は断じて許さず、職員が

お互いを尊重し、能力を発揮できる職場環境づくりに取り組み、すべての職員が心

身ともに健康な状態でやりがいを持って働くことができる風通しの良い職場の実

現を目指して、ハラスメント防止のために取り得るあらゆる方策の推進に不断の努

力を行うことを宣言します。 

 

【実践項目】  

○ ハラスメント防止及び解決のための体制整備 

・個人面談、職員調査を継続し、職員が相談・通報しやすい環境を確保する。 

・ハラスメントに関する相談は誠実かつ迅速に対応し、被害者のプライバシー

の保護及び安全確保について十分配慮する。 

 ○ ハラスメントに関する研修・教育の徹底 

  ・すべての職員が教育・研修の重要性について認識し、ハラスメントの定義及 

びその防止策について知識を深める。 

  ・救助訓練関係者を対象とした研修の継続 
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○○課（分署）における実践項目 

 

 


